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１章　総　則

この指針は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年
厚生省令第63号。以下「設備運営基準」という。）第35条の規定に
基づき、保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関連する
運営に関する事項を定めるものである。各保育所は、この指針におい
て規定される保育の内容に係る基本原則に関する事項等を踏まえ、各
保育所の実情に応じて創意工夫を図り、保育所の機能及び質の向上に
努めなければならない。

１　保育所保育に関する基本原則
⑴　保育所の役割
ア　保育所は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第39条の規定

に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身
の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子ど
もの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最も
ふさわしい生活の場でなければならない。

イ　保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有
する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程
を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に
行うことを特性としている。

ウ　保育所は、入所する子どもを保育するとともに、家庭や地域の
様々な社会資源との連携を図りながら、入所する子どもの保護者に
対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行う役割を担
うものである。

エ　保育所における保育士は、児童福祉法第18条の４の規定を踏ま
え、保育所の役割及び機能が適切に発揮されるように、倫理観に裏
付けられた専門的知識、技術及び判断をもって、子どもを保育する
とともに、子どもの保護者に対する保育に関する指導を行うもので
あり、その職責を遂行するための専門性の向上に絶えず努めなけれ
ばならない。

⑵　保育の目標
ア　保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な

時期に、その生活時間の大半を過ごす場である。このため、保育所
の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出
す力の基礎を培うために、次の目標を目指して行わなければならな
い。
(ア)　十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中

で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を
図ること。

(イ)　健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身
の健康の基礎を培うこと。

(ウ)　人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を
大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び協調の態度を養
い、道徳性の芽生えを培うこと。

(エ)　生命、自然及び社会の事象についての興味や関心を育て、それ
らに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培うこと。

(オ)　生活の中で、言葉への興味や関心を育て、話したり、聞いたり、
相手の話を理解しようとするなど、言葉の豊かさを養うこと。

(カ)　様々な体験を通して、豊かな感性や表現力を育み、創造性の芽
生えを培うこと。

イ　保育所は、入所する子どもの保護者に対し、その意向を受け止め、

子どもと保護者の安定した関係に配慮し、保育所の特性や保育士等
の専門性を生かして、その援助に当たらなければならない。

⑶　保育の方法
保育の目標を達成するために、保育士等は、次の事項に留意して

保育しなければならない。
ア　一人一人の子どもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態を

把握するとともに、子どもが安心感と信頼感をもって活動できるよ
う、子どもの主体としての思いや願いを受け止めること。

イ　子どもの生活のリズムを大切にし、健康、安全で情緒の安定した
生活ができる環境や、自己を十分に発揮できる環境を整えること。

ウ　子どもの発達について理解し、一人一人の発達過程に応じて保育
すること。その際、子どもの個人差に十分配慮すること。

エ　子ども相互の関係づくりや互いに尊重する心を大切にし、集団に
おける活動を効果あるものにするよう援助すること。

オ　子どもが自発的・意欲的に関われるような環境を構成し、子ども
の主体的な活動や子ども相互の関わりを大切にすること。特に、乳
幼児期にふさわしい体験が得られるように、生活や遊びを通して総
合的に保育すること。

カ　一人一人の保護者の状況やその意向を理解、受容し、それぞれの
親子関係や家庭生活等に配慮しながら、様々な機会をとらえ、適切
に援助すること。

⑷　保育の環境
保育の環境には、保育士等や子どもなどの人的環境、施設や遊具

などの物的環境、更には自然や社会の事象などがある。保育所は、こ
うした人、物、場などの環境が相互に関連し合い、子どもの生活が
豊かなものとなるよう、次の事項に留意しつつ、計画的に環境を構
成し、工夫して保育しなければならない。

ア　子ども自らが環境に関わり、自発的に活動し、様々な経験を積ん
でいくことができるよう配慮すること。

イ　子どもの活動が豊かに展開されるよう、保育所の設備や環境を整
え、保育所の保健的環境や安全の確保などに努めること。

ウ　保育室は、温かな親しみとくつろぎの場となるとともに、生き生
きと活動できる場となるように配慮すること。

エ　子どもが人と関わる力を育てていくため、子ども自らが周囲の子
どもや大人と関わっていくことができる環境を整えること。

⑸　保育所の社会的責任
ア　保育所は、子どもの人権に十分配慮するとともに、子ども一人一

人の人格を尊重して保育を行わなければならない。
イ　保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、

当該保育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努めなければ
ならない。

ウ　保育所は、入所する子ども等の個人情報を適切に取り扱うととも
に、保護者の苦情などに対し、その解決を図るよう努めなければな
らない。

２　養護に関する基本的事項
⑴　養護の理念

保育における養護とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図
るために保育士等が行う援助や関わりであり、保育所における保育
は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とするものであ
る。保育所における保育全体を通じて、養護に関するねらい及び内
容を踏まえた保育が展開されなければならない。

保育所保育指針（抜粋）（平成 29 年 3 月 31 日　厚生労働告示第 117 号）
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⑵　養護に関わるねらい及び内容
ア　生命の保持

(ア)　ねらい
①　一人一人の子どもが、快適に生活できるようにする。
②　一人一人の子どもが、健康で安全に過ごせるようにする。
③　一人一人の子どもの生理的欲求が、十分に満たされるように

する。
④　一人一人の子どもの健康増進が、積極的に図られるようにす

る。
(イ)　内容
①　一人一人の子どもの平常の健康状態や発育及び発達状態を的

確に把握し、異常を感じる場合は、速やかに適切に対応する。
②　家庭との連携を密にし、嘱託医等との連携を図りながら、子ど

もの疾病や事故防止に関する認識を深め、保健的で安全な保育
環境の維持及び向上に努める。

③　清潔で安全な環境を整え、適切な援助や応答的な関わりを通
して子どもの生理的欲求を満たしていく。また、家庭と協力しな
がら、子どもの発達過程等に応じた適切な生活のリズムがつく
られていくようにする。

④　子どもの発達過程等に応じて、適度な運動と休息を取ること
ができるようにする。また、食事、排泄

��
、衣類の着脱、身の回り

を清潔にすることなどについて、子どもが意欲的に生活できる
よう適切に援助する。

イ　情緒の安定
(ア)　ねらい
①　一人一人の子どもが、安定感をもって過ごせるようにする。
②　一人一人の子どもが、自分の気持ちを安心して表すことがで

きるようにする。
③　一人一人の子どもが、周囲から主体として受け止められ、主体

として育ち、自分を肯定する気持ちが育まれていくようにする。
④　一人一人の子どもがくつろいで共に過ごし、心身の疲れが癒

されるようにする。
(イ)　内容
①　一人一人の子どもの置かれている状態や発達過程などを的確

に把握し、子どもの欲求を適切に満たしながら、応答的な触れ合
いや言葉がけを行う。

②　一人一人の子どもの気持ちを受容し、共感しながら、子どもと
の継続的な信頼関係を築いていく。

③　保育士等との信頼関係を基盤に、一人一人の子どもが主体的
に活動し、自発性や探索意欲などを高めるとともに、自分への自
信をもつことができるよう成長の過程を見守り、適切に働きか
ける。

④　一人一人の子どもの生活のリズム、発達過程、保育時間などに
応じて、活動内容のバランスや調和を図りながら、適切な食事や
休息が取れるようにする。

３　保育の計画及び評価
⑴　全体的な計画の作成
ア　保育所は、１の⑵に示した保育の目標を達成するために、各保育

所の保育の方針や目標に基づき、子どもの発達過程を踏まえて、保
育の内容が組織的・計画的に構成され、保育所の生活の全体を通
して、総合的に展開されるよう、全体的な計画を作成しなければな
らない。

イ　全体的な計画は、子どもや家庭の状況、地域の実態、保育時間な
どを考慮し、子どもの育ちに関する長期的見通しをもって適切に
作成されなければならない。

ウ　全体的な計画は、保育所保育の全体像を包括的に示すものとし、
これに基づく指導計画、保健計画、食育計画等を通じて、各保育所
が創意工夫して保育できるよう、作成されなければならない。

⑵　指導計画の作成
ア　保育所は、全体的な計画に基づき、具体的な保育が適切に展開さ

れるよう、子どもの生活や発達を見通した長期的な指導計画と、そ
れに関連しながら、より具体的な子どもの日々の生活に即した短
期的な指導計画を作成しなければならない。

イ　指導計画の作成に当たっては、第２章及びその他の関連する章に
示された事項のほか、子ども一人一人の発達過程や状況を十分に
踏まえるとともに、次の事項に留意しなければならない。
(ア)　３歳未満児については、一人一人の子どもの生育歴、心身の

発達、活動の実態等に即して、個別的な計画を作成すること。
(イ)　３歳以上児については、個の成長と、子ども相互の関係や協

同的な活動が促されるよう配慮すること。
(ウ)　異年齢で構成される組やグループでの保育においては、一人

一人の子どもの生活や経験、発達過程などを把握し、適切な援助
や環境構成ができるよう配慮すること。

ウ　指導計画においては、保育所の生活における子どもの発達過程を
見通し、生活の連続性、季節の変化などを考慮し、子どもの実態に
即した具体的なねらい及び内容を設定すること。また、具体的なね
らいが達成されるよう、子どもの生活する姿や発想を大切にして
適切な環境を構成し、子どもが主体的に活動できるようにするこ
と。

エ　一日の生活のリズムや在園時間が異なる子どもが共に過ごすこ
とを踏まえ、活動と休息、緊張感と解放感等の調和を図るよう配慮
すること。

オ　午睡は生活のリズムを構成する重要な要素であり、安心して眠る
ことのできる安全な睡眠環境を確保するとともに、在園時間が異
なることや、睡眠時間は子どもの発達の状況や個人によって差が
あることから、一律とならないよう配慮すること。

カ　長時間にわたる保育については、子どもの発達過程、生活のリズ
ム及び心身の状態に十分配慮して、保育の内容や方法、職員の協力
体制、家庭との連携などを指導計画に位置付けること。

キ　障害のある子どもの保育については、一人一人の子どもの発達過
程や障害の状態を把握し、適切な環境の下で、障害のある子どもが
他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、指導計画の中
に位置付けること。また、子どもの状況に応じた保育を実施する観
点から、家庭や関係機関と連携した支援のための計画を個別に作
成するなど適切な対応を図ること。

⑶　指導計画の展開
指導計画に基づく保育の実施に当たっては、次の事項に留意しな

ければならない。
ア　施設長、保育士など、全職員による適切な役割分担と協力体制を

整えること。
イ　子どもが行う具体的な活動は、生活の中で様々に変化することに

留意して、子どもが望ましい方向に向かって自ら活動を展開でき
るよう必要な援助を行うこと。

ウ　子どもの主体的な活動を促すためには、保育士等が多様な関わり
をもつことが重要であることを踏まえ、子どもの情緒の安定や発
達に必要な豊かな体験が得られるよう援助すること。

エ　保育士等は、子どもの実態や子どもを取り巻く状況の変化などに
即して保育の過程を記録するとともに、これらを踏まえ、指導計画
に基づく保育の内容の見直しを行い、改善を図ること。

⑷　保育内容等の評価
ア　保育士等の自己評価
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(ア)　保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育
実践を振り返り、自己評価することを通して、その専門性の向上
や保育実践の改善に努めなければならない。

(イ)　保育士等による自己評価に当たっては、子どもの活動内容や
その結果だけでなく、子どもの心の育ちや意欲、取り組む過程な
どにも十分配慮するよう留意すること。

(ウ)　保育士等は、自己評価における自らの保育実践の振り返りや
職員相互の話し合い等を通じて、専門性の向上及び保育の質の
向上のための課題を明確にするとともに、保育所全体の保育の
内容に関する認識を深めること。

イ　保育所の自己評価
(ア)　保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や

保育士等の自己評価を踏まえ、当該保育所の保育の内容等につ
いて、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければな
らない。

(イ)　保育所が自己評価を行うに当たっては、地域の実情や保育所
の実態に即して、適切に評価の観点や項目等を設定し、全職員に
よる共通理解をもって取り組むよう留意すること。

(ウ)　設備運営基準第36条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価
に関し、保護者及び地域住民等の意見を聴くことが望ましいこ
と。

⑸　評価を踏まえた計画の改善
ア　保育所は、評価の結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等の改

善を図ること。
イ　保育の計画に基づく保育、保育の内容の評価及びこれに基づく改

善という一連の取組により、保育の質の向上が図られるよう、全職
員が共通理解をもって取り組むことに留意すること。

４　幼児教育を行う施設として共有すべき事項
⑴　育みたい資質・能力
ア　育所においては、生涯にわたる生きる力の基礎を培うため、１の

⑵に示す保育の目標を踏まえ、次に掲げる資質・能力を一体的に
育むよう努めるものとする。
(ア)　豊かな体験を通じて、感じたり、気付いたり、分かったり、で

きるようになったりする「知識及び技能の基礎」
(イ)　気付いたことや、できるようになったことなどを使い、考え

たり、試したり、工夫したり、表現したりする「思考力、判断力、
表現力等の基礎」

(ウ)　心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい生活を営もうとする
「学びに向かう力、人間性等」

イアに示す資質・能力は、第２章に示すねらい及び内容に基
づく保育活動全体によって育むものである。

⑵　幼児期の終わりまでに育ってほしい姿
次に示す「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、第２章に

示すねらい及び内容に基づく保育活動全体を通して資質・能力が
育まれている子どもの小学校就学時の具体的な姿であり、保育士
等が指導を行う際に考慮するものである。

ア　健康な心と体
保育所の生活の中で、充実感をもって自分のやりたいことに向か

って心と体を十分に働かせ、見通しをもって行動し、自ら健康で安
全な生活をつくり出すようになる。

イ　自立心
身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で、しなけれ

ばならないことを自覚し、自分の力で行うために考えたり、工夫し
たりしながら、諦めずにやり遂げることで達成感を味わい、自信を
もって行動するようになる。

ウ　協同性
友達と関わる中で、互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的

の実現に向けて、考えたり、工夫したり、協力したりし、充実感を
もってやり遂げるようになる。

エ　道徳性・規範意識の芽生え
友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いことが分か

り、自分の行動を振り返ったり、友達の気持ちに共感したりし、相
手の立場に立って行動するようになる。また、きまりを守る必要性
が分かり、自分の気持ちを調整し、友達と折り合いを付けながら、
きまりをつくったり、守ったりするようになる。

オ　社会生活との関わり
家族を大切にしようとする気持ちをもつとともに、地域の身近な

人と触れ合う中で、人との様々な関わり方に気付き、相手の気持ち
を考えて関わり、自分が役に立つ喜びを感じ、地域に親しみをもつ
ようになる。また、保育所内外の様々な環境に関わる中で、遊びや
生活に必要な情報を取り入れ、情報に基づき判断したり、情報を伝
え合ったり、活用したりするなど、情報を役立てながら活動するよ
うになるとともに、公共の施設を大切に利用するなどして、社会と
のつながりなどを意識するようになる。

カ　思考力の芽生え
身近な事象に積極的に関わる中で、物の性質や仕組みなどを感じ

取ったり、気付いたりし、考えたり、予想したり、工夫したりする
など、多様な関わりを楽しむようになる。また、友達の様々な考え
に触れる中で、自分と異なる考えがあることに気付き、自ら判断し
たり、考え直したりするなど、新しい考えを生み出す喜びを味わい
ながら、自分の考えをよりよいものにするようになる。

キ　自然との関わり・生命尊重
自然に触れて感動する体験を通して、自然の変化などを感じ取

り、好奇心や探究心をもって考え言葉などで表現しながら、身近な
事象への関心が高まるとともに、自然への愛情や畏敬の念をもつ
ようになる。また、身近な動植物に心を動かされる中で、生命の不
思議さや尊さに気付き、身近な動植物への接し方を考え、命あるも
のとしていたわり、大切にする気持ちをもって関わるようになる。

ク　数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚
遊びや生活の中で、数量や図形、標識や文字などに親しむ体験を

重ねたり、標識や文字の役割に気付いたりし、自らの必要感に基づ
きこれらを活用し、興味や関心、感覚をもつようになる。

ケ　言葉による伝え合い
保育士等や友達と心を通わせる中で、絵本や物語などに親しみな

がら、豊かな言葉や表現を身に付け、経験したことや考えたことな
どを言葉で伝えたり、相手の話を注意して聞いたりし、言葉による
伝え合いを楽しむようになる。

コ　豊かな感性と表現
心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で、様々な素材の

特徴や表現の仕方などに気付き、感じたことや考えたことを自分
で表現したり、友達同士で表現する過程を楽しんだりし、表現する
喜びを味わい、意欲をもつようになる。

第２章　保育の内容

この章に示す「ねらい」は、第１章の１の⑵に示された保育の目標
をより具体化したものであり、子どもが保育所において、安定した生
活を送り、充実した活動ができるように、保育を通じて育みたい資
質・能力を、子どもの生活する姿から捉えたものである。また、「内容」
は、「ねらい」を達成するために、子どもの生活やその状況に応じて保
育士等が適切に行う事項と、保育士等が援助して子どもが環境に関わ
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って経験する事項を示したものである。
保育における「養護」とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を

図るために保育士等が行う援助や関わりであり、「教育」とは、子ども
が健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援
助である。本章では、保育士等が、「ねらい」及び「内容」を具体的に
把握するため、主に教育に関わる側面からの視点を示しているが、実
際の保育においては、養護と教育が一体となって展開されることに留
意する必要がある。

１　乳児保育に関わるねらい及び内容
⑴　基本的事項
ア　乳児期の発達については、視覚、聴覚などの感覚や、座る、はう、

歩くなどの運動機能が著しく発達し、特定の大人との応答的な関
わりを通じて、情緒的な絆

���
が形成されるといった特徴がある。これ

らの発達の特徴を踏まえて、乳児保育は、愛情豊かに、応答的に行
われることが特に必要である。

イ　本項においては、この時期の発達の特徴を踏まえ、乳児保育の「ね
らい」及び「内容」については、身体的発達に関する視点「健やか
に伸び伸びと育つ」、社会的発達に関する視点「身近な人と気持ち
が通じ合う」及び精神的発達に関する視点「身近なものと関わり感
性が育つ」としてまとめ、示している。

ウ　本項の各視点において示す保育の内容は、第１章の２に示された
養護における「生命の保持」及び「情緒の安定」に関わる保育の内
容と、一体となって展開されるものであることに留意が必要であ
る。

⑵　ねらい及び内容
ア　健やかに伸び伸びと育つ

健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す力の基
盤を培う。
(ア)　ねらい
①　身体感覚が育ち、快適な環境に心地よさを感じる。
②　伸び伸びと体を動かし、はう、歩くなどの運動をしようとする。
③　食事、睡眠等の生活のリズムの感覚が芽生える。
(イ)　内容
①　保育士等の愛情豊かな受容の下で、生理的・心理的欲求を満

たし、心地よく生活をする。
②　一人一人の発育に応じて、はう、立つ、歩くなど、十分に体を

動かす。
③　個人差に応じて授乳を行い、離乳を進めていく中で、様々な食

品に少しずつ慣れ、食べることを楽しむ。
④　一人一人の生活のリズムに応じて、安全な環境の下で十分に

午睡をする。
⑤　おむつ交換や衣服の着脱などを通じて、清潔になることの心

地よさを感じる。
(ウ)　内容の取扱い

上記の取扱いに当たっては、次の事項に留意する必要がある。
①　心と体の健康は、相互に密接な関連があるものであることを

踏まえ、温かい触れ合いの中で、心と体の発達を促すこと。特に、
寝返り、お座り、はいはい、つかまり立ち、伝い歩きなど、発育
に応じて、遊びの中で体を動かす機会を十分に確保し、自ら体を
動かそうとする意欲が育つようにすること。

②　健康な心と体を育てるためには望ましい食習慣の形成が重要
であることを踏まえ、離乳食が完了期へと徐々に移行する中で、
様々な食品に慣れるようにするとともに、和やかな雰囲気の中
で食べる喜びや楽しさを味わい、進んで食べようとする気持ち
が育つようにすること。なお、食物アレルギーのある子どもへの

対応については、嘱託医等の指示や協力の下に適切に対応する
こと。

イ　身近な人と気持ちが通じ合う
受容的・応答的な関わりの下で、何かを伝えようとする意欲や身

近な大人との信頼関係を育て、人と関わる力の基盤を培う。
(ア)　ねらい
①　安心できる関係の下で、身近な人と共に過ごす喜びを感じる。
②　体の動きや表情、発声等により、保育士等と気持ちを通わせよ

うとする。
③　身近な人と親しみ、関わりを深め、愛情や信頼感が芽生える。
(イ)　内容
①　子どもからの働きかけを踏まえた、応答的な触れ合いや言葉

がけによって、欲求が満たされ、安定感をもって過ごす。
②　体の動きや表情、発声、喃

��
語等を優しく受け止めてもらい、保

育士等とのやり取りを楽しむ。
③　生活や遊びの中で、自分の身近な人の存在に気付き、親しみの

気持ちを表す。
④　保育士等による語りかけや歌いかけ、発声や喃

��
語等への応答

を通じて、言葉の理解や発語の意欲が育つ。
⑤　温かく、受容的な関わりを通じて、自分を肯定する気持ちが芽

生える。
(ウ)　内容の取扱い

上記の取扱いに当たっては、次の事項に留意する必要がある。
①　保育士等との信頼関係に支えられて生活を確立していくこと

が人と関わる基盤となることを考慮して、子どもの多様な感情
を受け止め、温かく受容的・応答的に関わり、一人一人に応じた
適切な援助を行うようにすること。

②　身近な人に親しみをもって接し、自分の感情などを表し、それ
に相手が応答する言葉を聞くことを通して、次第に言葉が獲得
されていくことを考慮して、楽しい雰囲気の中での保育士等と
の関わり合いを大切にし、ゆっくりと優しく話しかけるなど、積
極的に言葉のやり取りを楽しむことができるようにすること。

ウ　身近なものと関わり感性が育つ
身近な環境に興味や好奇心をもって関わり、感じたことや考えた

ことを表現する力の基盤を培う。
(ア)　ねらい
①　身の回りのものに親しみ、様々なものに興味や関心をもつ。
②　見る、触れる、探索するなど、身近な環境に自分から関わろう

とする。
③　身体の諸感覚による認識が豊かになり、表情や手足、体の動き

等で表現する。
(イ)　内容
①　身近な生活用具、玩具や絵本などが用意された中で、身の回り

のものに対する興味や好奇心をもつ。
②　生活や遊びの中で様々なものに触れ、音、形、色、手触りなど

に気付き、感覚の働きを豊かにする。
③　保育士等と一緒に様々な色彩や形のものや絵本などを見る。
④　玩具や身の回りのものを、つまむ、つかむ、たたく、引っ張る

など、手や指を使って遊ぶ。
⑤　保育士等のあやし遊びに機嫌よく応じたり、歌やリズムに合

わせて手足や体を動かして楽しんだりする。
(ウ)　内容の取扱い

上記の取扱いに当たっては、次の事項に留意する必要がある。
①　玩具などは、音質、形、色、大きさなど子どもの発達状態に応

じて適切なものを選び、その時々の子どもの興味や関心を踏ま
えるなど、遊びを通して感覚の発達が促されるものとなるよう
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に工夫すること。なお、安全な環境の下で、子どもが探索意欲を
満たして自由に遊べるよう、身の回りのものについては、常に十
分な点検を行うこと。

②　乳児期においては、表情、発声、体の動きなどで、感情を表現
することが多いことから、これらの表現しようとする意欲を積
極的に受け止めて、子どもが様々な活動を楽しむことを通して
表現が豊かになるようにすること。

⑶　保育の実施に関わる配慮事項
ア　乳児は疾病への抵抗力が弱く、心身の機能の未熟さに伴う疾病の

発生が多いことから、一人一人の発育及び発達状態や健康状態につ
いての適切な判断に基づく保健的な対応を行うこと。

イ　一人一人の子どもの生育歴の違いに留意しつつ、欲求を適切に満
たし、特定の保育士が応答的に関わるように努めること。

ウ　乳児保育に関わる職員間の連携や嘱託医との連携を図り、第３章
に示す事項を踏まえ、適切に対応すること。栄養士及び看護師等が
配置されている場合は、その専門性を生かした対応を図ること。

エ　保護者との信頼関係を築きながら保育を進めるとともに、保護者
からの相談に応じ、保護者への支援に努めていくこと。

オ　担当の保育士が替わる場合には、子どものそれまでの生育歴や発
達過程に留意し、職員間で協力して対応すること。

２　１歳以上３歳未満児の保育に関わるねらい及び内容
⑴　基本的事項
ア　この時期においては、歩き始めから、歩く、走る、跳ぶなどへと、

基本的な運動機能が次第に発達し、排泄
��
の自立のための身体的機能

も整うようになる。つまむ、めくるなどの指先の機能も発達し、食
事、衣類の着脱なども、保育士等の援助の下で自分で行うようにな
る。発声も明瞭になり、語彙も増加し、自分の意思や欲求を言葉で
表出できるようになる。このように自分でできることが増えてくる
時期であることから、保育士等は、子どもの生活の安定を図りなが
ら、自分でしようとする気持ちを尊重し、温かく見守るとともに、愛
情豊かに、応答的に関わることが必要である。

イ　本項においては、この時期の発達の特徴を踏まえ、保育の「ねら
い」及び「内容」について、心身の健康に関する領域「健康」、人と
の関わりに関する領域「人間関係」、身近な環境との関わりに関する
領域「環境」、言葉の獲得に関する領域「言葉」及び感性と表現に関
する領域「表現」としてまとめ、示している。

ウ　本項の各領域において示す保育の内容は、第１章の２に示された
養護における「生命の保持」及び「情緒の安定」に関わる保育の内
容と、一体となって展開されるものであることに留意が必要であ
る。

⑵　ねらい及び内容
オ　表現

感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊
かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにする。
(ア)　ねらい
①　身体の諸感覚の経験を豊かにし、様々な感覚を味わう。
②　感じたことや考えたことなどを自分なりに表現しようとする。
③　生活や遊びの様々な体験を通して、イメージや感性が豊かにな

る。
(イ)　内容
①　水、砂、土、紙、粘土など様々な素材に触れて楽しむ。
②　音楽、リズムやそれに合わせた体の動きを楽しむ。
③　生活の中で様々な音、形、色、手触り、動き、味、香りなどに

気付いたり、感じたりして楽しむ。
④　歌を歌ったり、簡単な手遊びや全身を使う遊びを楽しんだりす

る。
⑤　保育士等からの話や、生活や遊びの中での出来事を通して、イ

メージを豊かにする。
⑥　生活や遊びの中で、興味のあることや経験したことなどを自分

なりに表現する。
(ウ)　内容の取扱い

上記の取扱いに当たっては、次の事項に留意する必要がある。
①　子どもの表現は、遊びや生活の様々な場面で表出されているも

のであることから、それらを積極的に受け止め、様々な表現の仕
方や感性を豊かにする経験となるようにすること。

②　子どもが試行錯誤しながら様々な表現を楽しむことや、自分の
力でやり遂げる充実感などに気付くよう、温かく見守るととも
に、適切に援助を行うようにすること。

③　様々な感情の表現等を通じて、子どもが自分の感情や気持ちに
気付くようになる時期であることに鑑み、受容的な関わりの中
で自信をもって表現をすることや、諦めずに続けた後の達成感
等を感じられるような経験が蓄積されるようにすること。

④　身近な自然や身の回りの事物に関わる中で、発見や心が動く経
験が得られるよう、諸感覚を働かせることを楽しむ遊びや素材
を用意するなど保育の環境を整えること。

⑶　保育の実施に関わる配慮事項
ア　特に感染症にかかりやすい時期であるので、体の状態、機嫌、食

欲などの日常の状態の観察を十分に行うとともに、適切な判断に基
づく保健的な対応を心がけること。

イ　探索活動が十分できるように、事故防止に努めながら活動しやす
い環境を整え、全身を使う遊びなど様々な遊びを取り入れること。

ウ　自我が形成され、子どもが自分の感情や気持ちに気付くようにな
る重要な時期であることに鑑み、情緒の安定を図りながら、子ども
の自発的な活動を尊重するとともに促していくこと。

エ　担当の保育士が替わる場合には、子どものそれまでの経験や発達
過程に留意し、職員間で協力して対応すること。

３　３歳以上児の保育に関するねらい及び内容
⑴　基本的事項
ア　この時期においては、運動機能の発達により、基本的な動作が一

通りできるようになるとともに、基本的な生活習慣もほぼ自立でき
るようになる。理解する語彙数が急激に増加し、知的興味や関心も
高まってくる。仲間と遊び、仲間の中の一人という自覚が生じ、集
団的な遊びや協同的な活動も見られるようになる。これらの発達の
特徴を踏まえて、この時期の保育においては、個の成長と集団とし
ての活動の充実が図られるようにしなければならない。

イ　本項においては、この時期の発達の特徴を踏まえ、保育の「ねら
い」及び「内容」について、心身の健康に関する領域「健康」、人と
の関わりに関する領域「人間関係」、身近な環境との関わりに関する
領域「環境」、言葉の獲得に関する領域「言葉」及び感性と表現に関
する領域「表現」としてまとめ、示している。

ウ　本項の各領域において示す保育の内容は、第１章の２に示された
養護における「生命の保持」及び「情緒の安定」に関わる保育の内
容と、一体となって展開されるものであることに留意が必要であ
る。

⑵　ねらい及び内容
オ　表現

感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊
かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにする。
(ア)　ねらい
①　いろいろなものの美しさなどに対する豊かな感性をもつ。



②　感じたことや考えたことを自分なりに表現して楽しむ。
③　生活の中でイメージを豊かにし、様々な表現を楽しむ。
(イ)　内容
①　生活の中で様々な音、形、色、手触り、動きなどに気付いたり、

感じたりするなどして楽しむ。
②　生活の中で美しいものや心を動かす出来事に触れ、イメージを

豊かにする。
③　様々な出来事の中で、感動したことを伝え合う楽しさを味わ

う。
④　感じたこと、考えたことなどを音や動きなどで表現したり、自

由にかいたり、つくったりなどする。
⑤　いろいろな素材に親しみ、工夫して遊ぶ。
⑥　音楽に親しみ、歌を歌ったり、簡単なリズム楽器を使ったりな

どする楽しさを味わう。
⑦　かいたり、つくったりすることを楽しみ、遊びに使ったり、飾

ったりなどする。
⑧　自分のイメージを動きや言葉などで表現したり、演じて遊んだ

りするなどの楽しさを味わう。
(ウ)　内容の取扱い

上記の取扱いに当たっては、次の事項に留意する必要がある。
①　豊かな感性は、身近な環境と十分に関わる中で美しいもの、優

れたもの、心を動かす出来事などに出会い、そこから得た感動を
他の子どもや保育士等と共有し、様々に表現することなどを通し
て養われるようにすること。その際、風の音や雨の音、身近にあ
る草や花の形や色など自然の中にある音、形、色などに気付くよ
うにすること。

②　子どもの自己表現は素朴な形で行われることが多いので、保育
士等はそのような表現を受容し、子ども自身の表現しようとする
意欲を受け止めて、子どもが生活の中で子どもらしい様々な表現
を楽しむことができるようにすること。

③　生活経験や発達に応じ、自ら様々な表現を楽しみ、表現する意
欲を十分に発揮させることができるように、遊具や用具などを整
えたり、様々な素材や表現の仕方に親しんだり、他の子どもの表
現に触れられるよう配慮したりし、表現する過程を大切にして自
己表現を楽しめるように工夫すること。

⑶　保育の実施に関わる配慮事項
ア　第１章の４の⑵に示す「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

が、ねらい及び内容に基づく活動全体を通して資質・能力が育まれ
ている子どもの小学校就学時の具体的な姿であることを踏まえ、指
導を行う際には適宜考慮すること。

イ　子どもの発達や成長の援助をねらいとした活動の時間について
は、意識的に保育の計画等において位置付けて、実施することが重
要であること。なお、そのような活動の時間については、保護者の
就労状況等に応じて子どもが保育所で過ごす時間がそれぞれ異な
ることに留意して設定すること。

ウ　特に必要な場合には、各領域に示すねらいの趣旨に基づいて、具
体的な内容を工夫し、それを加えても差し支えないが、その場合に
は、それが第１章の１に示す保育所保育に関する基本原則を逸脱し
ないよう慎重に配慮する必要があること。

４　保育の実施に関して留意すべき事項
⑴　保育全般に関わる配慮事項
ア　子どもの心身の発達及び活動の実態などの個人差を踏まえると

ともに、一人一人の子どもの気持ちを受け止め、援助すること。
イ　子どもの健康は、生理的・身体的な育ちとともに、自主性や社会

性、豊かな感性の育ちとがあいまってもたらされることに留意する

こと。
ウ　子どもが自ら周囲に働きかけ、試行錯誤しつつ自分の力で行う活

動を見守りながら、適切に援助すること。
エ　子どもの入所時の保育に当たっては、できるだけ個別的に対応し、

子どもが安定感を得て、次第に保育所の生活になじんでいくように
するとともに、既に入所している子どもに不安や動揺を与えないよ
うにすること。

オ　子どもの国籍や文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てるよ
うにすること。

カ　子どもの性差や個人差にも留意しつつ、性別などによる固定的な
意識を植え付けることがないようにすること。

⑵　小学校との連携
ア　保育所においては、保育所保育が、小学校以降の生活や学習の基

盤の育成につながることに配慮し、幼児期にふさわしい生活を通じ
て、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うようにする
こと。

イ　保育所保育において育まれた資質・能力を踏まえ、小学校教育が
円滑に行われるよう、小学校教師との意見交換や合同の研究の機会
などを設け、第１章の４の⑵に示す「幼児期の終わりまでに育って
欲しい姿」を共有するなど連携を図り、保育所保育と小学校教育と
の円滑な接続を図るよう努めること。

ウ　子どもに関する情報共有に関して、保育所に入所している子ども
の就学に際し、市町村の支援の下に、子どもの育ちを支えるための
資料が保育所から小学校へ送付されるようにすること。

⑶　家庭及び地域社会との連携
子どもの生活の連続性を踏まえ、家庭及び地域社会と連携して保

育が展開されるよう配慮すること。その際、家庭や地域の機関及び
団体の協力を得て、地域の自然、高齢者や異年齢の子ども等を含む
人材、行事、施設等の地域の資源を積極的に活用し、豊かな生活体
験をはじめ保育内容の充実が図られるよう配慮すること。
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